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三田五丁目西地区の地権者の皆さま、 

2022 年 7 月 6 日 

      再開発勉強会有志 

緊急号 【かわら版第 34号】   

個人情報の流布が起きました！ 
 

  
 

数日前に配布した「かわら版第 33号」でも一部触れましたが、 

先週、皆さまのプライバシーが侵害される事件が起きました！ 

あろうことか、準備組合の理事 A氏が公道に面した自宅前に

再開発区域内の全住戸が特定できる図面を貼り出し、1981 年

の耐震基準以前に建てられた住戸を、各戸が特定できる形で

色分けした上、公道上に掲示したのです！（添付写真をご参照） 
 

私たちの住宅の多くを耐震上問題があるかの如く図面に描き、

住戸が特定できる形でそれを一般社会に向け流布したのです。 

まさに個人情報の流布であり、プライバシーの侵害です！ 
 

住戸の建築年や耐震基準等の情報が一般社会に知れ渡れば

悪徳業者の目にも止まり、また近隣からの風評被害を受ける懸

念も出て来ます。 

多くの地権者が A氏へ抗議文を送り、撤去を要請しました。 

当人も重大さに気付いたのか、図面は間もなく撤去されました。 
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皆さまご注意ください！ 
再開発が進まない時には、事業者の「本性」が現れるものです。 

日頃から「地権者の皆さまの準備組合」を標榜する組織が、 

地権者の人権や財産権を平気で蹂躙するなど言語道断です。 

「高い危険度は無い」と判定された東京都の災害危険度調査結

果には触れもせず、ただひたすら地権者に対し「災害への不安

を過度に煽ろうとする」準備組合の行為には、区域外に住む住

民までもが不安感を抱き、港区長への通報も行われました。 

そして今回、個人宅とは言え、準備組合の理事職にある人物が 

私たち地権者の住戸が特定できる形で個人情報を流布し、そし

てプライバシーを侵害したことは正に地権者を裏切る行為です。 
 

準備組合の「素顔」が見えて来た 
「皆さまの準備組合」と言いながら、その組織を実質的に牛耳る

のが住友不動産であることは、今や誰の目にも明らかです。 

再開発へ応じさせようと、私たちに災害への不安を過度に煽ろ

うとする準備組合。そして今回、個人とは言え、準備組合の理事

たる者が行った個人情報の流布並びにプライバシーの侵害。 

もはや「準備組合」が「私たちの、私たちによる、私たちの為の

組合」でないことはこれで明白となりました。ご注意下さい。 

因みに、当地区の地権者の大半は「高齢」の「土地所有者」です。 

再開発で最も負の影響を受けるのは「高齢者層」であり、「土地

所有者」は土地を供出することで確実に資産価値が減少します。 

それでも住友再開発（=不動産取引）に応じたいと考えますか？ 

 

(世話役：佐々木光子 h7835575@yahoo.co.jp) 

 

mailto:h7835575@yahoo.co.jp


 

 

 

3 

 

 

 


